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ワンポイント

6 2024（令和6年）

日本標準産業分類の改定
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付�
� 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知�
� 6月15日
国　税／�4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）�7月1日
国　税／10月決算法人の中間申告�
� 7月1日
国　税／�7月、10月、1月決算法人

の消費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 7月1日

地方税／�個人の道府県民税・都民税
及び市町村民税・特別区民
税の納付（第1期分）� �
� 市区町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

労　務／�児童手当現況届（市区町村
役場から通知が届いた場合）�
� 7月1日

　総務省が定める、統計の相互比較性と利用の向上を図る目的で
設定された統計基準。税制でも非上場株式の株価計算や消費税の
簡易課税制度などの業種判定で利用されるもので、今年4月から
業種の細分類項目に「食料品スーパーマーケット」や「介護医療院」
を新設するなどの改定が行われています。



6 月号─2

　

令
和
６
年
６
月
か
ら
所
得
税
と
住

民
税
を
合
わ
せ
て
、
１
人
４
万
円
の

定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
今
回

は
、
６
月
か
ら
の
給
与
支
払
事
務
に

お
い
て
注
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
、

所
得
税
の
定
額
減
税
に
絞
っ
て
取
り

上
げ
ま
す
。

一
　
定
額
減
税
の
概
要 

　

令
和
６
年
分
の
所
得
税
に
つ
い

て
、「
定
額
減
税
」の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
人
は
、
令
和
６
年
分

の
所
得
税
の
納
税
者
で
、
令
和
６
年

分
の
所
得
税
に
係
る
合
計
所
得
金
額

が
１
８
０
５
万
円
以
下
の
人
で
す
。

給
与
収
入
の
み
の
人
で
あ
れ
ば
、
年

収
が
２
０
０
０
万
円
（
23
歳
未
満
の

扶
養
親
族
が
い
る
な
ど
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
は
２
０
１
５
万
円
）

以
下
の
人
が
該
当
し
ま
す
。

　

所
得
税
の
定
額
減
税
の
額
は
、
①

本
人
分
３
万
円
、
②
同
一
生
計
配
偶

者
及
び
扶
養
親
族
１
人
あ
た
り
３
万

円
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。

二
　
給
与
支
払
事
務
の
あ
ら
ま
し 

　

給
与
所
得
者
に
対
す
る
定
額
減
税

は
、
給
与
の
支
払
者
が
給
与
等
を
支

払
う
際
に
、
源
泉
徴
収
税
額
か
ら
定

額
減
税
額
を
控
除
す
る
方
法
で
行
わ

れ
ま
す
。
控
除
対
象
者
は
、
令
和
６

年
分
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

（
異
動
）
申
告
書
を
提
出
し
て
い
る

人（
い
わ
ゆ
る
甲
欄
適
用
者
）で
す
。

　

給
与
の
支
払
者
は
、
令
和
６
年
６

月
１
日
以
後
に
支
払
う
給
与
な
ど
に

対
す
る
源
泉
徴
収
税
額
か
ら
、
そ
の

時
点
の
定
額
減
税
額
を
控
除
す
る

「
月
次
減
税
事
務
」
を
行
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

三
　
控
除
対
象
者
の
確
認 

　

控
除
対
象
者
は
、
令
和
６
年
６
月

１
日
現
在
で
給
与
の
支
払
者
の
も
と

で
勤
務
し
て
い
る
甲
欄
適
用
者（「
基

準
日
在
職
者
」と
い
い
ま
す
。）で
す
。

こ
の
時
点
で
は
、合
計
所
得
金
額（
見

積
額
）
に
関
わ
ら
ず
、
合
計
所
得
金

額
が
１
８
０
５
万
円
を
超
え
る
と
見

込
ま
れ
る
基
準
日
在
職
者
に
対
し
て

も
、月
次
減
税
事
務
を
行
い
ま
す（
下

表
参
照
）。

四
　
月
次
減
税
額
の
計
算 

　

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
税
額
か
ら

控
除
す
る
月
次
減
税
額
は
、
同
一
生

計
配
偶
者
と
扶
養
親
族
の
数
に
よ
っ

て
計
算
さ
れ
ま
す
（
次
頁
事
例
参

照
）。
こ
の
と
き
、
同
一
生
計
配
偶

者
と
扶
養
親
族
は
、
毎
月
の
給
与
や

賞
与
に
お
け
る
源
泉
徴
収
税
額
の
計

算
の
た
め
の「
扶
養
親
族
の
数
」と
は
、

範
囲
が
異
な
り
ま
す
。

　

同
一
生
計
配
偶
者
は
、
源
泉
控
除

対
象
配
偶
者
の
う
ち
、
合
計
所
得
金

額
が
48
万
円
以
下
の
人
で
す
。
た
だ

し
青
色
事
業
専
従
者
は
除
き
ま
す

（
次
頁
図
１
参
照
）。

　

扶
養
親
族
は
、
所
得
税
法
上
の
控

除
対
象
扶
養
親
族
だ
け
で
は
な
く
、

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
も
含
ま
れ
ま

す
。
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
は
、
扶

養
控
除
等
申
告
書
の
「
住
民
税
に
関

す
る
事
項
」
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
な
お
、
同
一
生
計
配
偶
者
も
扶

養
親
族
も
非
居
住
者
は
対
象
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、注
意
が
必
要
で
す
。

五
　
給
与
等
支
払
時
の
控
除 

　

令
和
６
年
６
月
１
日
以
後
に
支
払

う
給
与
や
賞
与
に
つ
い
て
、
給
与
な

ど
の
支
払
い
を
す
る
際
に
は
、
ま
ず

現
行
の
所
得
税
法
の
規
定
な
ど
に
よ

り
税
額
（「
控
除
前
税
額
」
と
い
い
ま

す
。）
を
計
算
し
ま
す
。
そ
し
て
、

控
除
前
税
額
か
ら
月
次
減
税
額
を
控

除
し
た
差
額
を
、
実
際
に
源
泉
徴
収

す
る
税
額
と
し
て
、
給
与
な
ど
の
支

表　基準日在職者に該
・

当
・

し
・

な
・

い
・

人

①

　令和 6年 6月 1 日以後支払う給与
等の源泉徴収において、源泉徴収税額
表の乙欄や丙欄が適用される人（扶養
控除等申告書を提出していない人）

② 　令和 6年 6月 2日以後に、給与の支
払者のもとで勤務することとなった人

③ 　令和 6年 5月 31日以前に給与の支
払者のもとを退職した人

④ 　令和 6年 5月 31日以前に出国して
非居住者となった人

　　　 所得税 　　　
給与所得者の
定額減税



3─ 6月号

払
い
を
行
い
ま
す
。
こ
の
と
き
、
控

除
し
き
れ
な
い
月
次
減
税
額
は
、
次

回
に
支
払
う
給
与
や
賞
与
に
対
す
る

控
除
前
税
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す（
下
図
２
参
照
）。

六
　
源
泉
徴
収
税
額
の
納
付 

　

給
与
の
支
払
者
は
、
各
月
の
月
次

減
税
事
務
が
終
了
し
た
ら
、
納
付
書

に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
、
納
付
す

べ
き
源
泉
徴
収
税
額
が
あ
る
場
合
に

は
、
法
定
納
期
限
ま
で
に
納
付
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
納

付
書
の
税
額
欄
に
記
載
す
る
金
額

は
、
控
除
前
税
額
か
ら
月
次
減
税
額

を
控
除
し
た
後
の
金
額
を
集
計
し
た

金
額
に
な
り
ま
す
。

七
　
年
調
減
税
額 

　

年
末
調
整
の
際
に
、
年
末
調
整
時

点
の
定
額
減
税
額
に
基
づ
き
精
算
を

行
う
事
務
を
「
年
調
減
税
事
務
」
と

い
い
ま
す
。
対
象
者
は
、
原
則
と
し

て
年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
人
で
、

年
末
調
整
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
年
間

の
所
得
税
額
か
ら
年
調
減
税
額
を
控

除
し
た
後
の
金
額
に
よ
り
年
調
年
税

額
を
計
算
し
ま
す
。

　

な
お
、
年
調
減
税
の
詳
細
は
９
月

ご
ろ
に
公
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

図２　月次減税額が控除前税額を超える場合のイメージ

90,000 円
月次減税額

16,100 円

49,000 円

控除前税額
24,900 円

24,900 円
控除

8月給与
源泉徴収税額
24,900 円

控除前税額
24,900 円

7 月給与
源泉徴収税額
8,800 円

(24,900 円－16,100 円 )

控除前税額
24,900 円

7 月賞与
源泉徴収税額

0円

6月給与
源泉徴収税額

0円

控除前税額
49,000 円

※　その後は従来の
　方法で源泉徴収

24,900 円 49,000 円
控除

16,100 円
控除

◆下記事例では、月次減税額
（90,000円）が最初に支払
う6月給与の控除前税額
（24,900円）を超えるた
め、6月給与で控除しきれ
なかった部分の月次減税額
は、以後に支払う7月賞
与、7月給与に係る控除前
税額から順次控除します。

図 1　同一生計配偶者の範囲

配偶者の　　
合計所得金額

（給与等の収入金額）

95 万円
（150 万円）

48 万円
（103 万円）

900 万円
（1,095 万円）

同一生計配偶者
所得者の　　
合計所得金額

（給与等の収入金額）

源泉控除対象配偶者
ではあるが

源泉控除対象配偶者

同一生計配偶者
ではない

配偶者の合計所得
金額が48万円超の
場合は対象外

所得者の合計
所得金額が
900万円を超
える場合も対
象に含まれる

定額減税額の計算に含める定額減税額の計算に含める
所得者の合計
所得金額が
900万円を超
える場合も対
象に含まれる

事例　月次減税額の計算

同一生計配偶者：有
扶養親族：１名

合計２名

30,000 円（本人分）
＋

60,000 円
（30,000 円×2名）

＝

90,000 円



6 月号─4

　法人が所有する棚卸資産以外の特定の資
産を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度に買
換資産を取得して、なおかつ取得の日から
1年以内に買換資産を事業用に供した場合
や供する見込みである場合には、買換資産
について限度額の範囲内で帳簿価額を損金
経理により減額するなどの一定の方法で経
理したときは、その減額した金額を損金の
額に算入することができます。この制度を
「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳」
といいます。
　買換資産を直ちに取得できない場合、一
定の期間その益金相当額を繰り延べるため
に、特別勘定を設定することができます。
この場合、特別勘定に設定した額を申告書
上で申告調整することで、損金の額に算入
することができます。
　特別勘定を設定した法人は、特定資産を

譲渡した日を含む事業年度の翌事業年度開
始の日から1年以内に、買換資産を取得す
る必要があります。ただし、やむを得ない
事情により、期限内に買換資産を取得する
ことが困難な法人は、譲渡をした日を含む
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
に、所轄税務署に「特定の資産の買換えの
場合における特別勘定の設定期間延長承認
申請書」を提出し承認を受けた場合には、
税務署長が認定した日まで買換期間を延長
することができます。
　なお、買換期間を延長できる、やむを得
ない事情とは、次のような事情をいいます。
１　工場などの敷地とする宅地の造成およ
び工場などの建設や移転にかかる期間が
通常1年を超えると認められること
２　法令の規制などによりその取得に関す
る計画の変更を余儀なくされたこと
３　売主その他の関係者との交渉が長引
き、容易に資産の取得ができないこと
４　前記1〜3に準じた特別な事情がある
こと

　今般、従業員に対して実労働時間
に即した割増賃金を支払うよう労働

基準監督署から行政指導を受けました。そ
こで過去3年間にわたって、実労働時間に
基づく残業代と実際に支払った残業代との
差額を一括して支払うこととしました。
　この場合、支払うこととした残業代は支
払う日の属する年分の給与所得になります
か。

　この場合、本来各支給日に支払う
べき残業代が一括して支払われたも

のと認められますので、本来の残業代が支
払われるべきであった各支給日の属する年
分の給与所得となります。
　一方、給与規程などの改訂を過去に遡っ
て実施したことにより残業代の差額を一括
で支給する場合には、その差額についての
支給日が定められているときはその支給日、
定められていないときはその改訂の効力が
生じた日になります。

残業代を遡及して支給した場合

特定資産の買換えにおける 
期間の延長申請

　

美
術
品
な
ど
の
う
ち
次
の
要
件
に

該
当
す
る
も
の
は
、
非
減
価
償
却
資

産
に
該
当
し
ま
す
。

⑴　

古
美
術
品
、
古
文
書
、
出
土
品
、

遺
物
な
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
価
値

や
希
少
価
値
を
有
し
、
代
替
性
が

な
い
も
の

⑵　

そ
れ
以
外
の
美
術
品
な
ど
で
、

取
得
価
額
が
１
点
１
０
０
万
円
以

上
で
あ
る
も
の
（
時
の
経
過
に
よ

り
そ
の
価
値
が
減
少
す
る
こ
と
が

明
ら
か
な
も
の
を
除
く
）

　

時
の
経
過
に
よ
り
そ
の
価
値
が
減

少
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を

除
き
、
取
得
価
額
が
１
点
１
０
０
万

円
未
満
の
美
術
品
等
は
、
減
価
償
却

資
産
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
減
価

償
却
資
産
に
該
当
す
る
美
術
品
な
ど

の
法
定
耐
用
年
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

美
術
品
な
ど
の
構
造
や
材
質
な
ど
に

応
じ
て
判
定
し
ま
す
。
例
え
ば
器
具

備
品
の
室
内
装
飾
品
に
該
当
す
る
も

の
は
、
金
属
製
の
も
の
は
15
年
、
そ

の
他
の
も
の
は
８
年
に
な
り
ま
す
。

Q

A

美
術
品
な
ど
の
取
扱
い


